
令和元年度第１ 回平塚市下水道運営審議会次第 

日時 令和元年１ １ 月２ ８ 日（ 木）  

                        １ ４ ： １ ５ ～１ ５ ： ３ ０  

場所 平塚市役所

本館３ 階 ３ ０ ３ 会議室 

１  議題 

【 議案事項】  

（ １ ） 使用料減免制度の見直し について（ 諮問）  

【 報告事項】  

（ １ ） 平塚市総合浸水対策第２ 次実施計画について 

２  その他 



平塚市下水道運営審議会委員名簿 

令和元年７ 月１ 日現在

（ 敬称略： 順不同） 

氏名 選出区分 選出母体 備考 

石田 美雪 市議会議員 平塚市議会 
令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

坂間 正昭 市議会議員 平塚市議会 
令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

西田 小百合 学識経験者 東海大学 
令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

宮林 正也 学識経験者 
神奈川県企業庁 

平塚水道営業所 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

川島 由美子 学識経験者 
公益財団法人 

神奈川県下水道公社 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

大伴 武靖 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚商工会議所 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

栗原 邦夫 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚市自治会連絡協議会

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

佐藤 尚之 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
平塚市農業委員会 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

石黒 新平
排水設備を設置すべき者 

又は使用者

平塚市農業集落排水事業

連絡協議会

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

伊藤 克彦 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
公募委員 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで

塩田 貞吉 
排水設備を設置すべき者 

又は使用者 
公募委員 

令和元年 7 月 1 日から

令和 3 年 6 月 30 日まで



平塚市下水道運営審議会規則 

平成29年3月16日 

規則第16号 

（ 趣旨）  

第１ 条 この規則は、 平塚市附属機関設置条例（ 平成２ ５ 年条例第２ 号） 第３ 条の規定に

基づき、 平塚市下水道運営審議会（ 以下「 審議会」 という。 ） の組織及び運営に関し必

要な事項を定めるものとする。  

（ 所掌事項）  

第２ 条 審議会は、 市長の諮問に応じ、 次に掲げる事項を審議する。  

（ １ ）  公共下水道の使用料に関すること。  

（ ２ ）  農業集落排水処理施設の使用料に関すること。  

（ ３ ）  前２ 号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める事項 

（ 委員）  

第３ 条 審議会の委員は、 次の各号に掲げる者の区分に応じ、 当該各号に定める人数の範

囲内で市長が委嘱する。  

（ １ ）  市議会議員 ２ 人 

（ ２ ）  学識経験者 ３ 人 

（ ３ ）  排水設備を設置すべき者又は使用者 ６ 人 

２  委員の任期は、２ 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  委員は、 再任されることができる。  

（ 会長）  

第４ 条 審議会に会長を置き、 委員の互選により定める。  

２  会長は、 会務を総理し、 審議会を代表する。  

３  会長に事故があるとき、 又は会長が欠けたときは、 委員のうちから会長があらかじめ

指名する者がその職務を代理する。  

（ 会議）  

第５ 条 審議会は、 会長が招集し、 その議長となる。  

２  会長は、 委員の３ 分の１ 以上の者から招集の請求があったときは、 審議会を招集しな

ければならない。  



３  審議会は、 委員の過半数が出席しなければ開く ことができない。  

４  審議会の議事は、 出席委員の過半数で決し、 可否同数のときは、 議長の決するところ

による。  

（ 意見の聴取等）  

第６ 条 審議会は、 その審議事項について必要があると認めるときは、 委員以外の者に出

席を求め、 意見若しく は説明を聴き、 又は資料の提出を求めることができる。  

（ 結果の報告）  

第７ 条 会長は、 審議会が終了したときは、 速やかに、 市長に審議結果を報告し、 又は答

申するものとする。  

（ 庶務）  

第８ 条 審議会の庶務は、 土木部下水道経営課で処理する。  

（ その他）  

第９ 条 この規則に定めるもののほか、 審議会の運営に関し必要な事項は、 会長が審議会

に諮って定める。  

附 則 

この規則は、 平成２ ９ 年４ 月１ 日から施行する。  
















































